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   〇 河内長野市開発事業の手続きに関する条例 

令和５年１２月２０日 

条例第３６号 

目次 

 第１章 総則(第１条～第１０条) 

 第２章 届出対象行為に対する助言等（第１１条） 

 第３章 開発事業の手続 

  第１節 大規模開発事業の開発構想の周知等（第１２条～第１８条） 

  第２節 特定開発事業の事前協議等（第１９条～第３０条） 

  第３節 小規模開発事業の届出等（第３１条～第３４条） 

  第４節 開発事業の施行等（第３５条～第４３条） 

 第４章 紛争の解決（第４４条～第５３条） 

 第５章 雑則（第５４条～第６０条） 

 附則 

第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、開発事業に関し、河内長野市（以下「市」という。）、

市民及び開発事業者による相互理解と協力を促進するための手続その他

必要な事項を定め、総合的な調整を行うことにより、地域の特性に応じ

た良好な都市環境の形成を図るとともに、快適で秩序ある調和のとれた

まちづくりを実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、都市計画法（昭和４３年法律第
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１００号）、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）、宅地造成及び

特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）、都市再生特別措置法

（平成１４年法律第２２号）及びこれらの法律に基づく命令の例による

ほか、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 開発事業 次に掲げる行為のいずれかに該当するものをいう。 

ア  都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

  イ 建築基準法第６条第１項（同条第２項に該当する場合を除く。）

に規定する申請書の提出を要する行為 

  ウ 建築基準法第８７条第１項に規定する建築物の用途を変更する行

為（当該用途の変更が建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８

号）第１３７条の１８で規定する類似の用途相互間におけるもので

ある場合は除く。） 

  エ 建築基準法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を

受けようとする行為 

  オ 宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項に規定する許可を

要する宅地造成（以下「宅地造成行為」という。） 

 (2) 開発事業者 開発事業を行おうとする者及びその者の下で工事を施

行するもの。 

 (3) 特定用途建築物 次に掲げる用途に供する建築物をいう。 

  ア ホテル及び旅館 

  イ ぱちんこ屋、カラオケボックス、キャバレー及びバー 

  ウ 葬祭場（専ら葬儀を行う施設で神社、寺院、教会等を除く。）及

びぺット霊園（犬、猫その他の人に飼育されていた動物の死がいを
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火葬する焼却炉の設備を有する施設又は当該死がいを埋葬し、若し

くは焼骨を納骨するための設備を有する施設及びこれらの設備を併

せ有する施設） 

  エ その他ア、イ又はウに類する用途に供する建築物で、周辺環境に

著しく影響があると市長が認めた建築物 

(4) 中高層建築物 高さが１０メートルを超える建築物又は階数（地階

を除く。）が４以上の建築物をいう。 

 (5) 大規模開発事業 開発事業のうち、次のいずれかに該当するものを

いう。 

  ア 開発事業を行おうとする区域（以下「開発事業区域」という。）

の面積が５，０００平方メートル以上の区域で行われる開発行為、

建築物の新築又は宅地造成行為 

  イ 高さ２０メートルを超える中高層建築物の新築 

  ウ 床面積の合計が３，０００平方メートル以上の建築物の新築（エ

に規定するものを除く。） 

  エ 特定用途建築物で、開発事業区域の面積が５００平方メートル以

上又は床面積の合計が３００平方メートル以上のものの新築 

  オ 共同住宅若しくは長屋の住戸の数又は寮、寄宿舎、下宿その他こ

れらに類するものの住室の数が５０以上の建築物の新築    

  カ 既存の建築物の増築又は改築を目的とする行為で、当該行為を行

う部分がイからオまでに規定する建築物となるもの 

 (6) 中規模開発事業 開発事業のうち、次のいずれかに該当するものを

いう。 
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  ア 開発事業区域の面積が５００平方メートル以上５,０００平方メ

ートル未満の開発行為、建築物の新築又は宅地造成行為  

イ 高さ１０メートルを超え２０メートル以下の中高層建築物の新築 

  ウ 床面積の合計が５００平方メートル以上３，０００平方メートル

未満の建築物の新築 

  エ 特定用途建築物で、開発事業区域の面積が５００平方メートル未

満又は床面積の合計が３００平方メートル未満のものの新築 

  オ 共同住宅若しくは長屋の住戸の数又は寮、寄宿舎、下宿その他こ

れらに類するものの住室の数が１０以上５０未満（第１種低層住居

専用地域にあっては２以上５０未満）の建築物の新築 

カ 第１号ウ又はエに該当する行為 

 キ 既存の建築物の増築又は改築を目的とする行為で、当該行為を行

う部分がイからオまでに規定する建築物となるもの 

 (7) 小規模開発事業 開発事業のうち、大規模開発事業及び中規模開発

事業を除くものをいう。 

 (8) 特定開発事業 大規模開発事業及び中規模開発事業をいう。 

 (9) 特定開発事業者 特定開発事業を行おうとする開発事業者をいう。 

(10) 周辺住民 次のアからエまでのいずれかに該当する者をいう。 

  ア 開発事業区域の境界線からの水平距離が、次に掲げる事業区分に

応じ、それぞれ次に定める距離の範囲内の区域において、土地の所

有権を有する者及び建築物の所有権又は権原に基づく占有権を有す

る者（以下「土地の所有権を有する者等」という。） 

(ア) 大規模開発事業 ２５メートル又は開発事業に係る建築物の
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高さの２倍の距離（当該距離が５０メートルを超える場合にあっ

ては、５０メートル） 

(イ) 中規模開発事業 １５メートル（中高層建築物の場合にあって

は、建築物の高さの２倍の距離） 

(ウ) 小規模開発事業 １０メートル 

イ 中高層建築物の建築により、テレビジョン放送の電波の著しい受

信障害が生じると予想される範囲内に土地の所有権を有する者等 

  ウ 開発事業区域が属する自治会の代表者及びアに該当する者が属す

る自治会の代表者 

  エ  開発事業に係る工事により、その構造が変更される水路又は開発

事業区域から放流される雨水等の第一次放流先となる水路を利用す

る者で組織された団体その他これに類するものの代表者 

(11) 地域住民 開発事業区域が属する自治会の区域内に居住する者又

は前号ア若しくはイに規定する者が属する自治会の区域内に居住する

者（周辺住民を除く。） 

 (12) 公共施設等 都市計画法第４条第１４項に規定する公共施設、河内

長野市法定外公共物管理条例（平成１７年河内長野市条例第２号）第

２条に規定する法定外公共物、上水道、学校教育施設、保健医療施設、

社会福祉施設、交通安全施設、集会所、ごみ集積施設その他住民の共

同の福祉又は利便のために必要となる施設をいう。 

 (13) 紛争 開発事業に伴って発生する日照又は通風の阻害、電波障害そ

の他の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する開発事業者と周辺住民と

の間の紛争をいう。 
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 (14) 帰属等 都市計画法第４０条に規定する公共施設等の用に供され

る土地の帰属又は公共施設等の用に供される土地の寄附をいう。 

 (15) 開発構想 具体的な計画を策定しようとする前の土地利用計画、建

築物概要等の大規模開発事業の構想をいう。 

 (16) 開発計画 開発事業を実施するために必要な計画をいう。 

 (17) 移管 開発に伴って整備された公共施設等を開発事業者が管理す

ることとなる者へ引き渡し、管理することとなる者がこれを受納する

ことをいう。 

 （市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、市民に開発事業に関する

情報の提供を行うとともに、市民及び開発事業者にこの条例に定める手

続が適切かつ円滑に行われるよう必要な措置を講じるものとする。 

 （開発事業者の責務） 

第４条 開発事業者は、開発事業を行うに当たって、自らも地域社会の一

員であることを自覚し、開発事業が周辺環境に及ぼす影響に十分配慮す

るとともに、この条例の目的を達成するため、自らの責任と負担におい

て必要な措置を講じなければならない。 

２ 開発事業者は、殊更に小規模な事業区域を設定することがないように

努め、当該開発事業において必要とする公共施設等を整備するとともに、

この条例に定める手続を適切かつ円滑に行わなければならない。 

３ 開発事業者は、開発事業に関する説明を行うに当たっては、当該説明

を受ける者の理解を得るように努めなければならない。 

 （市民の責務） 
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第５条 市民は、地域社会の一員として、自らの周辺環境に関心を持ち、

開発事業に関する説明を真摯に受け、この条例の目的が達成されるよう

に努めるとともに、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよ

う協力しなければならない。 

 （紛争の解決） 

第６条 紛争が生じた場合にあっては、その紛争の当事者である開発事業

者及び周辺住民は、相互の立場を尊重し互譲の精神をもって解決するよ

うに努めなければならない。 

 （まちづくりに係る計画等への適合） 

第７条 開発事業者は、開発事業の計画を策定するに当たっては、河内長

野市総合計画、河内長野市都市計画マスタープラン、河内長野市立地適

正化計画等の市の定める計画（以下「まちづくり方針」という。）に即

したものとしなければならない。 

 （地区計画等の活用） 

第８条 開発事業者は、開発事業を行うときは、都市計画法第１２条の４

第１項第１号に規定する地区計画及び建築基準法第６９条に規定する建

築協定を活用するなど、事業区域の規模や周辺地区の状況に合わせ、将

来においても土地利用の適正化と良好な住環境が確保できるよう努めな

ければならない。 

 （適用範囲） 

第９条 この条例は、市の区域内において行う開発事業について適用する。

ただし、次に掲げる開発事業については、この限りでない。 

 (1) 自己居住用の一の戸建専用住宅を目的とする建築（次条に規定する
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一の開発事業とみなす場合を除く。） 

 (2) 建築物の軽微な増築又は改築で、周辺の環境又は公共施設等に影響

を及ぼさないもの 

 (3) 都市計画法第２９条第１項第２号及び第５号から第１１号までに規

定する開発行為 

 (4) 建築基準法第８５条に規定する仮設建築物の建築 

 (5) 国、大阪府又は市が行うもの 

 (6) 前各号に準ずるものと市長が認めたもの 

 （一の開発事業とみなす場合） 

第１０条 一団の土地（一体的な利用がなされていた土地又は同一の所有

者が所有していた土地をいう。）又は当該一団の土地に隣接し、若しく

は近接する土地において、同時に又は引き続いて行う開発事業で、全体

として、一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の利用が明らかに

見込まれる規則で定める開発事業については、一の開発事業とみなして、

この条例の規定を適用する。ただし、規則で定める場合については、こ

の限りでない。 

第２章 届出対象行為に対する助言等 

第１１条 市長は、都市再生特別措置法第８８条第１項若しくは第２項又

は同法第１０８条第１項若しくは第２項に規定する届出について、当該

届出に係る開発事業が居住誘導区域内における住宅等の立地又は都市機

能誘導区域内における規則で定める誘導施設の立地の誘導を図る上で支

障があると認めるときは、開発事業者に対して、必要な指導又は助言を

することができる。 
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２ 開発事業者は、前項の指導又は助言を受けたときは、これに対する回

答等を書面で市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の回答等の内容について、開発事業者に説明を求め、又

は必要に応じて指導若しくは助言をすることができる。 

第３章 開発事業の手続 

 第１節 大規模開発事業の開発構想の周知等 

 （開発構想届の提出） 

第１２条 大規模開発事業を行おうとする開発事業者（以下「大規模開発

事業者」という。）は、大規模開発事業の具体的な計画を策定しようと

する前に、規則で定めるところにより、開発構想を記載した書面及び図

面等（以下「開発構想届」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、開発構想届が提出されたときは、開発構想の区域、規模又は

用途等により必要があると認める場合は、大規模開発事業者に対して、

必要な指導又は助言をすることができる。 

３ 大規模開発事業者は、前項の規定による指導又は助言を受けたときは、

その内容に従い、必要な手続を行わなければならない。 

 （開発構想に関する標識の設置） 

第１３条 大規模開発事業者は、開発構想の周知を図るため、開発構想届

を提出する前に、当該開発事業区域内に開発構想に関する事項を表示し

た標識（以下「開発構想に関する標識」という。）を設置し、第２０条

に規定する開発計画に関する標識を設置するまでの間、掲出しておかな

ければならない。 

２ 大規模開発事業者は、周辺住民及び地域住民から開発構想に関する標
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識に記載した内容について、説明を求められたときは、説明しなければ

ならない。 

 （開発構想の説明） 

第１４条 大規模開発事業者は、開発構想届を提出した日以降に、周辺住

民が属する自治会と協議した方法により説明会を開催し、周辺住民に開

発構想その他規則で定める事項について、十分に理解されるよう説明し

なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、開発構想の内容、周囲の状況等により、当

該自治会が説明会の開催が必要ないと認めた場合は、大規模開発事業者

は、個別説明その他開発構想が十分に理解される方法により説明を行う

ことができる。ただし、特定用途建築物の建築を目的とする開発事業に

ついては、この限りではない。 

３ 大規模開発事業者は、説明会を開催しようとするときは、開催日の７

日前までに開催日時及び場所について、開発構想に関する標識に記載す

るとともに、周辺住民及び周辺住民が属する自治会に書面により周知し

なければならない。 

４ 大規模開発事業者は、第２項の規定により、説明会以外の方法によっ

て第１項に規定する事項を説明しようとするときは、説明方法等を開発

構想に関する標識に記載しなければならない。 

５ 地域住民は、第１項に規定する説明会等により説明を受けることがで

きる。 

 （構想説明実施報告書の提出） 

第１５条 大規模開発事業者は、前条第１項又は第２項の規定により説明
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を行ったときは、速やかに規則の定めにより報告事項を記載した書面（以

下「構想説明実施報告書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 大規模開発事業者は、構想説明実施報告書を市長に提出するときは、

あらかじめその提出年月日を開発構想に関する標識に記載しなければな

らない。 

３ 市長は、大規模開発事業者から構想説明実施報告書の提出があったと

きは、これを提出のあった日から１４日間（規則で定める日の日数は、

算入しない。）、規則で定めるところにより、一般の縦覧に供するもの

とする。 

 （要望書の提出） 

第１６条 開発構想に対し、良好な都市環境の形成を図る見地から大規模

開発事業者に要望を有する周辺住民は、第１４条第１項又は第２項の規

定による説明があった日から前条第３項に規定する縦覧の期間満了日ま

でに、規則で定めるところにより、当該要望を記載した書面（以下「要

望書」という。）を市長を経由して大規模開発事業者に提出することが

できる。 

２ 要望書は、その者が属する自治会等で取りまとめて、当該大規模開発

事業者に提出するよう努めるものとする。 

３ 市長は、要望書の提出があったときは、速やかに規則で定めるところ

により、当該要望書を大規模開発事業者に送付するものとする。この場

合において、市長は、大規模開発事業者に対し、要望書に関する事項に

ついて、必要な指導又は助言をすることができる。 

（開発計画の策定） 
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第１７条 大規模開発事業者は、要望書の提出があったときは、当該要望

書の内容に配慮した開発計画を策定するよう努めなければならない。 

２ 大規模開発事業者は、前項の開発計画を策定したときは、規則の定め

に従い、当該開発計画について、当該要望書を提出した者に説明するも

のとする。 

（開発構想の取下げ） 

第１８条 大規模開発事業者は、開発構想届の提出後、開発構想を取り下

げようとするときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市

長に届け出なければならない。 

２ 大規模開発事業者は、前項に規定する届出をしたときは、速やかにそ

の旨を開発構想に関する標識に記載し、当該届出をした日から１４日間

以上掲示しなければならない。 

第２節 特定開発事業の事前協議等 

 （事前協議） 

第１９条 特定開発事業者は、特定開発事業に関する法令に基づく許可、

認可、確認その他これらに類する行為の申請等を行う前に、規則で定め

るところにより、特定開発事業に係る開発計画を記載した書面及び図面

等（以下「事前協議書」という。）を市長に提出し、市長と協議（以下

「事前協議」という。）しなければならない。ただし、大規模開発事業

者は、第１２条から第１７条までに規定する大規模開発事業の開発構想

に関する手続が完了していなければ、市長と事前協議を行うことができ

ない。 

２ 事前協議は、この条例、この条例に基づく規則、市長が別に定める開
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発事業に関する基準（以下「施行基準」という。）、まちづくり方針等

に基づき、次に掲げる事項について行うものとする。 

 (1) 特定開発事業の施行に伴う開発事業区域内外の公共施設等の整備に

関する事項 

 (2) 特定開発事業の施行に伴い、設置される公共施設等の市への移管及

び用地の帰属等に関する事項 

 (3) 特定開発事業の開発事業区域の周辺における良好な住環境の保全に

関する事項 

 (4) 前各号に掲げるもののほか、防犯対策に関する事項、道路の通行の

安全に関する事項その他開発事業に関し市長が必要と認める事項 

３ 市長は、事前協議書の提出があったときは、規則で定めるところによ

り、当該開発計画に対する市長の意見及び指導事項を記載した書面（以

下「事前協議指導事項通知書」という。）を特定開発事業者に交付する

ものとする。 

４ 市長は、事前協議書等の不備等により事前協議指導事項通知書の交付

ができないときは、特定開発事業者に対し、事前協議書等の補正又は追

加資料の提出を求めるものとする。この場合において、市長が補正又は

追加資料の提出を求めた日から３０日（規則で定める日は、算入しない。）

以内に、正当な理由なく特定開発事業者が補正又は追加資料の提出をし

ないときは、市長は事前協議を終了させることができる。 

５ 事前協議指導事項通知書の交付に要する標準的な処理期間は、規則の

定めによる。 

（開発計画に関する標識の設置） 
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第２０条 特定開発事業者は、開発計画の周知を図るため、事前協議書を

提出する前に、当該開発事業区域内に開発計画に関する事項を表示した

標識（以下「開発計画に関する標識」という。）を設置し、当該開発事

業の工事が完了するまでの間、掲出しておかなければならない。 

（開発計画等の説明） 

第２１条 特定開発事業者は、事前協議書を提出した日以降に、周辺住民

が属する自治会と協議した方法により説明会を開催し、周辺住民に開発

計画その他規則で定める事項について、十分に理解されるよう説明しな

ければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、開発計画の内容、周囲の状況等により、当

該自治会が説明会の開催が必要ないと認めた場合は、特定開発事業者は、

個別説明その他開発計画が十分に理解される方法により説明を行うこと

ができる。ただし、特定用途建築物の建築を目的とする開発事業につい

てはこの限りではない。 

３ 特定開発事業者は、説明会を開催しようとするときは、開催日の７日

前までに開催日時及び場所について、開発計画に関する標識に記載する

とともに、周辺住民及び周辺住民が属する自治会に書面により周知しな

ければならない。 

４ 特定事業者は第２項の規定により、説明会以外の方法によって、第１

項に規定する事項を説明しようとするときは、説明方法等を開発計画に

関する標識に記載しなければならない。 

５ 地域住民は、第１項に規定する説明会等により説明を受けることがで

きる。 
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６ 周辺住民及び地域住民は、第１項又は第２項の規定により、特定開発

事業者から説明が行われるときは、当該説明を受けるように努めなけれ

ばならない。 

 （計画説明実施報告書の提出） 

第２２条 特定開発事業者は、前条第１項又は第２項の規定により説明を

行ったときは、規則で定めるところにより、実施した説明の内容を記載

した報告書（以下「計画説明実施報告書」という。）を市長に提出しな

ければならない。 

２ 特定開発事業者は、計画説明実施報告書を市長に提出するときは、あ

らかじめその提出年月日を開発計画に関する標識に記載しなければなら

ない。 

３ 市長は、特定開発事業者から計画説明実施報告書の提出があったとき

は、これを提出のあった日から開発事業の規模に応じ、規則で定める期

間（規則で定める日の日数は、算入しない。）、規則で定めるところに

より、一般の縦覧に供するものとする。 

（開発計画に対する意見書の提出） 

第２３条 特定開発事業の開発計画に対し、良好な都市環境の形成を図る

見地から特定開発事業者に意見を有する周辺住民は、第２１条第１項又

は第２項の規定による説明があった日から前条第３項に規定する縦覧の

期間満了日までに、規則で定めるところにより、開発計画及び工事計画

に対する意見を記載した書面（以下「意見書」という。）を市長を経由

して当該特定開発事業者に提出することができる。この場合において、

市長は、周辺住民に対し、当該意見に関する内容について、必要な指導
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及び助言をすることができる。 

２ 意見書は、その者が属する自治会等で取りまとめて、当該特定開発事

業者に提出するよう努めるものとする。 

３ 市長は、意見書の提出があったときは、速やかに規則で定めるところ

により、当該意見書を特定開発事業者に送付するものとする。この場合

において、市長は当該特定開発事業者に対し、意見書に関する事項につ

いて、必要な指導又は助言をすることができる。 

 （意見書に対する見解書の送付） 

第２４条 特定開発事業者は、意見書の送付を受けたときは、速やかに規

則の定めに従い、当該意見書に対する見解を記載した書面（以下「見解

書」という。）を当該意見書を提出した者に送付しなければならない。 

２ 前項の場合において、特定開発事業者は、当該見解書の送付を受けた

者から説明の求めがあったときは、これに応じるものとする。 

３ 特定開発事業者は、見解書を送付したときは、当該見解書の写しを、

直ちに市長に提出しなければならない。 

（事前協議指導事項回答書の提出） 

第２５条 特定開発事業者は、規則で定めるところにより、事前協議指導

事項通知書に対する回答を記載した書面（以下「事前協議指導事項回答

書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 特定開発事業者は、事前協議指導事項回答書を提出するときは、事前

協議指導事項通知書の内容を十分に理解した上で提出しなければならな

い。 

３ 市長は、事前協議指導事項回答書の内容について、特定開発事業者に
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説明を求め、又は必要に応じて指導若しくは助言をすることができる。 

（開発計画の変更） 

第２６条 特定開発事業者は、事前協議書の提出から第２８条第１項に規

定する開発協定の締結までの間に、開発計画の内容を変更しようとする

ときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出

なければならない。 

２ 特定開発事業者は、前項に規定する届出をしたときは、開発計画に関

する標識に記載した内容について、速やかに必要な修正を行わなければ

ならない。 

３ 第１項に規定する届出をした特定開発事業者は、変更後の開発計画の

内容について、第１９条及び第２１条から前条までに規定する手続を再

度行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる変更については、

規則の定めに従い、市長の承認を得てその手続の全部又は一部を行わな

いことができる。 

(1) 事前協議及び第２５条第３項に規定する市長の指導又は助言による

開発計画の内容の変更 

 (2) 第２１条第１項又は第２項に規定する説明における周辺住民又は地

域住民の意見に基づく開発計画の内容の変更 

 (3) 意見書に基づく開発計画の内容の変更 

 (4) 第４４条に規定するあっせん又は第４６条に規定する調停に基づく

開発計画の内容の変更 

 (5) その他規則で定める軽微な変更 

（開発事業の廃止等） 
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第２７条 特定開発事業者は、事前協議書の提出から次条第１項に規定す

る開発協定の締結までの間に、事前協議書を取り下げようとするときは、

速やかに規則の定めに従い、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 特定開発事業者は、次条第１項に規定する開発協定の締結後、特定開

発事業を廃止しようとするときは、速やかに規則の定めに従い、その旨

を市長に届け出なければならい。 

３ 特定開発事業者は、前２項の規定により届出をしたときは、速やかに

その旨を開発計画に関する標識に記載し、その日から１４日間以上掲示

しなければならない。 

（開発協定） 

第２８条 特定開発事業者は、第１９条から第２５条までに規定する手続

が完了した日以降において、事前協議が整ったときは、その合意内容に

基づく協定（以下「開発協定」という。）を市長と締結しなければなら

ない。 

２ 特定開発事業者は開発協定を締結するため、規則で定めるところによ

り市長に申し出なければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申出があった場合において、当該申出に係

る開発事業が、まちづくり方針に配慮され、かつ、この条例、この条例

に基づく規則、施行基準及び関係法令の定めに適合していると認めると

きは、開発協定を締結しなければならない。ただし、第４章の手続を行

っている間は、開発協定を締結しないものとする。 

４ 特定開発事業者は、当該開発事業に関する法令に基づく許可、認可、

確認その他これらに類する行為の申請等を行う日の前日までに、開発協
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定を締結しなければならない。 

５ 特定開発事業者は、開発協定を締結したときは、速やかに開発協定の

締結年月日を、開発計画に関する標識に記載しなければならない。 

６ 開発協定は、当該協定の締結した日から１年を経過する日までに、当

該特定開発事業に関する法令に基づく許可、認可、確認その他これらに

類する行為の申請等を行わないときは、その効力を失う。 

 （開発協定の変更） 

第２９条 特定開発事業者は、開発協定の締結後、当該開発協定の内容を

変更しようとするときは、あらかじめ変更の協定を市長と締結しなけれ

ばならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りで

ない。 

２ 前項の協定を締結しようとする特定開発事業者は、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申し出なければならない。 

３ 第１項の協定を締結しようとする特定開発事業者は、変更後の開発計

画の内容について、第１９条及び第２１条から第２５条までに規定する

手続を再度行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる変更につ

いては、規則の定めに従い、市長の承認を得てその手続の全部又は一部

を行わないことができる。 

 (1) 市長の指導又は助言による計画内容の変更 

 (2) その他規則で定める軽微な変更 

４ 特定開発事業者は、第１項ただし書に規定する軽微な変更をしようと

するときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届

け出なければならない。 
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５ 特定開発事業者は、第２項に規定する申出をしたとき又は前項に規定

する届出をしたときは、開発計画に関する標識の記載事項について、必

要な修正を行わなければならない。 

６ 前条第６項の規定は、開発協定の変更について準用する。 

 （地位の承継） 

第３０条 開発協定を締結した者から開発事業区域内の土地の所有権その

他特定開発事業を行う権限を取得した者は、規則の定めに従い、市長の

承認を得て当該特定開発事業の開発協定に基づく地位を承継することが

できる。 

２ 市長は、前項に規定する承認を拒否するときは、承認を申請した者に

対し、書面によりその理由を示さなければならない。 

第３節 小規模開発事業の届出等 

 （小規模開発事業届） 

第３１条 小規模開発事業を行おうとする開発事業者（以下「小規模開発

事業者」という。）は、当該開発事業に関する法令に基づく許可、認可、

確認その他これらに類する行為の申請等を行う前に、規則の定めに従い、

小規模開発事業に係る開発計画を記載した書面及び図面等（以下「小規

模開発事業届」という。）を市長に届け出なければならない。 

２ 小規模開発事業者は、開発計画を作成するときは、この条例、この条

例に基づく規則、施行基準、まちづくり方針等に基づき、作成しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、第１項に規定する届出があったときは、小規模開発事業者に

対して、必要な指導又は助言をすることができる。 
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４ 小規模開発事業者は、前項に規定する指導又は助言を受けたときは、

これに対する回答等を書面で市長に提出しなければならない。 

（開発計画等の説明） 

第３２条 小規模開発事業者は、小規模開発事業届を提出する前に、周辺

住民に対し、開発計画その他規則で定める事項について、説明しなけれ

ばならない。 

２ 小規模開発事業者は、前項に規定する周辺住民に対する説明の内容を

記載した計画説明実施報告書を小規模開発事業届に添付しなければなら

ない。 

（開発計画の変更） 

第３３条 小規模開発事業者は、小規模開発事業届の提出後、開発計画の

内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじ

めその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項に規定する届出があったときは、小規模開発事業者に、

変更後の開発計画の内容について、前２条に規定する手続を再度行わせ

ることができる。 

（開発事業の廃止等） 

第３４条 小規模開発事業者は、小規模開発事業届の提出から工事に着手

するまでの間に、小規模開発事業届を取り下げようとするときは、速や

かに規則の定めに従い、その旨を市長に届け出なければならない。 

２ 小規模開発事業者は、工事に着手した日以降に、開発事業を廃止しよ

うとするときは、速やかに規則の定めに従い、その旨を市長に届け出な

ければならない。 
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第４節 開発事業の施行等 

 （開発事業の施行） 

第３５条 開発事業者は、開発事業を行うにあたり、都市計画法、同法に

基づく命令その他関係法令の定めによるほか、特定開発事業者にあって

は開発協定の内容を、小規模開発事業者にあっては小規模開発事業届の

内容を遵守し、適正に開発事業を施行しなければならない。 

 （開発事業の工事の着手制限） 

第３６条 小規模開発事業者は、小規模開発事業届の提出後、当該開発事

業に関する関係法令による手続を行った後でなければ、開発事業の工事

に着手してはならない。 

２ 特定開発事業者は、開発協定を締結し、当該開発事業に関する関係法

令による手続を行った後でなければ、開発事業の工事に着手してはなら

ない。 

 （工事完了の届出） 

第３７条 特定開発事業者は、当該開発事業の工事が完了したときは、規

則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければなら

ない。 

 （検査） 

第３８条 特定開発事業者は、規則で定める場合は、市長の中間検査を受

けなければならない。 

２ 特定開発事業者は、前条の規定による工事完了の届出があったときは、

開発協定の内容に適合して施行されているかどうか市長の検査を受けな

ければならない。 
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３ 市長は、前２項の検査の結果、開発協定の内容に適合していないと認

めるときは、規則の定めに従い、その理由及び是正すべき内容を当該特

定開発事業者に通知しなければならない。 

４ 特定開発事業者は、前項の通知を受けたときは、市長との協議により

是正方法を決定し、その決定された方法で是正しなければならない。 

５ 特定開発事業者は、前項の規定による是正を行ったときは、規則で定

めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。 

６ 市長は、第２項の検査の結果、開発協定に適合していると認めるとき

は、規則で定めるところにより、当該特定開発事業者にその旨を書面に

より通知しなければならない。 

 （公共施設等の帰属等、移管） 

第３９条 開発事業に係る公共施設等は、都市計画法第３６条第３項の規

定による公告の日（同法第２９条の規定による開発許可を要しない開発

事業にあっては、市長と協議して定めた日）の翌日において、市へ移管

するものとする。 

２ 開発事業に係る公共施設等の用地は、都市計画法第３６条第３項の規

定による公告の日（同法第２９条の規定による開発許可を要しない開発

事業にあっては、市長と協議して定めた日）の翌日において、市に帰属

等するものとする。 

３ 建築基準法第４２条第２項の規定による道路とみなされる部分及び同

条第１項第５号に規定する道路の指定を受けた部分は、将来の公共施設

の適切な使用及び維持管理を考慮し、市に帰属等するよう努めなければ

ならない。 
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４ 前３項に規定するもののほか、開発事業に係る公共施設等で法令に定

めがあるもの又は開発協定において別段の定めのあるものについては、

当該定めに基づき市に移管又は帰属等しなければならない。 

 （工事保証期間） 

第４０条 前条第１項又は第２項の規定に基づき市へ移管又は帰属等する

公共施設等及び当該用地の瑕疵担保期間は、開発協定で定めるものとし、

その間に瑕疵があった場合はこれを改修、改良又は整備しなければなら

ない。ただし、開発協定で定める期間を経過した場合であっても、開発

協定で別段の定めをした場合においては、当該期間終了後においても、

開発事業者の負担において、これを改修、改良又は整備をしなければな

らないものとする。 

 （帰属等の手続） 

第４１条 特定開発事業者は、市が管理することになる公共施設等の移管

の手続については、第３８条第２項の規定による検査を受けるとき（都

市計画法第２９条の規定による開発許可を要しない開発事業にあっては、

市長と協議して定めた日）までに、規則で定めるところにより、公共施

設等の維持管理に必要な図書を市長へ提出しなければならない。 

２ 市へ帰属等する公共施設等の用地の手続については、特定開発事業者

は、あらかじめ公共施設等の用地の分筆登記をし、また所有権以外の権

利が登記されている場合は、その登記の抹消を行い、第３８条第２項の

規定による検査を受けるとき（都市計画法第２９条の規定による開発許

可を要しない開発事業にあっては、市長と協議して定めた日）までに、

規則で定めるところにより、市への所有権移転登記に必要な図書を市長
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へ提出しなければならない。 

３ 市長は、特定開発事業者から前２項の規定の手続により、公共施設等

の市への移管又は用地の帰属等を受けたときは、当該特定開発事業者に

対し規則の定めに従い、書面でその旨を通知しなければならない。 

 （応分の負担） 

第４２条 市長は、開発事業に関連して周辺地域における公共施設等の基

盤の整備を行う費用に充てるため、必要に応じて開発事業者に対して応

分の負担を求めることができる。 

 （ゆとり開発事業の認定） 

第４３条 市長は、別に定める「ゆとり開発事業認定基準」を満たす開発

事業をゆとり開発事業と認定し、公表するものとする。 

２ 市長は、当該開発事業をゆとり開発事業と認定したときは、開発事業

者に対し、規則で定めるところにより、ゆとり開発事業認定証を交付す

るものとする。 

第４章 紛争の解決 

 （あっせん） 

第４４条 市長は、特定開発事業に関して、周辺住民と特定開発事業者と

の間で紛争が生じた場合において、規則の定めにより双方からのあっせ

んの申出があったときは、あっせんを行う。ただし、規則で定める場合

は、あっせんは行わない。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方からあっせんの申出

があった場合において、相当の理由があると認めるときは、あっせんを

行うことができる。 
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３ 前２項の申出は、規則で定める期間内に行わなければならない。 

４ 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、当事者に対し

意見を聴くためあっせんのための会議への出席を求め、又は必要な説明

若しくは資料の提出を求めることができる。 

 （あっせんの終結等） 

第４５条 市長は、あっせんの結果、当事者の双方が合意に達したとき、

又はあっせんを申し出た当事者の双方（前条第２項の場合にあっては、

当事者のうちあっせんを申し出た一方）が当該申出を取り下げたときは、

あっせんを終結させる。 

２ 市長は、当該紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込み

がないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。 

 （調停） 

第４６条 市長は、前条第２項の規定によりあっせんを打ち切った場合に

おいて、規則の定めにより当事者の双方から調停の申出があったときは、

調停に付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、当事者の一方から調停の申出があ

った場合において、相当の理由があると認めるときは、当事者の他方に

対し、期限を定めて調停に付すことを受諾するよう勧告することができ

る。 

３ 前２項の申出は、規則で定める期間内に行わなければならない。 

４ 市長は、第２項の勧告が受諾されたときは、調停に付すものとする。 

 （河内長野市開発事業紛争調停委員） 

第４７条 前条第１項又は第４項の調停を行うため、河内長野市開発事業
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紛争調停委員（以下「調停委員」という。）を置く。 

２ 調停委員は、定数６名以内とし、法律、建築又は都市計画等の分野に

おいて、知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する。 

３ 調停の運営は、調停に係る案件ごとに市長が指名した２名の調停委員

が当たるものとする。ただし、調停委員は、自身の利害に関係する紛争

の調停については、関与することができない。 

４ 調停委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

５ 調停委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

６ 調停委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

 （必要な調査） 

第４８条 調停委員は、当事者に対し意見を聴くため、調停のための会議

への出席を求め、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めるほか、調

停のために必要な調査を行うことができる。 

 （調停案の勧告とその受諾勧告） 

第４９条 調停委員は、必要と認めるときは、調停案を作成し、期限を定

めて当事者にその受諾を勧告することができる。 

 （調停の終結等） 

第５０条 調停委員は、当事者の双方が合意に達したとき、調停案を当事

者の双方が受諾したとき、又は当事者の双方（第４６条第２項の場合に

あっては、当事者のうち調停を申し出た一方）が当該申出を取り下げた

ときは、調停を終結させる。 
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２ 調停委員は、調停の続行が困難と判断したとき、又は当事者の一方が

調停案を受諾しないときは、調停を打ち切ることができる。 

３ 調停委員は、調停を終結し、又は打ち切ったときは、その経過及び結

果を速やかに市長に報告するものとする。 

 （合意事項の履行義務） 

第５１条 当事者は、第４５条第１項の規定により合意した事項、前条第

１項の規定により合意した事項又は受諾した調停案その他あっせん又は

調停手続において書面で合意した事項について、信義に従い、誠実に履

行しなければならない。 

２ 市長は、当事者双方又は一方が前項に定める義務を履行しないときは、

当該当事者の双方又は一方に対し、期限を定めて当該義務を履行するよ

う勧告することができる。 

 （手続の非公開） 

第５２条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。 

 （あっせん又は調停の細則） 

第５３条 あっせんに当たる職員、あっせん又は調停を行う標準的期間、

あっせん又は調停の期日その他あっせん又は調停について必要な事項は

規則で定める。 

第５章 雑則 

 （指導又は助言） 

第５４条 市長は、この条例の施行に必要な範囲において、開発事業者に

対し、指導又は助言を行うことができる。 

 （開発事業の台帳） 
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第５５条 市長は、開発構想届、事前協議書、開発協定書及び小規模開発

事業届に基づき、台帳を作成し、規則で定めるところにより、当該台帳

を公開するものとする。 

 （立入検査） 

第５６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、開発事業区域

の土地若しくは建物の所有者、管理者若しくは占有者、開発事業者、設

計者、工事監理者又は工事施工者から開発事業に関する計画及び工事の

状況等について必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員を

して開発事業区域内の土地若しくは建物に立ち入らせ、開発事業に関す

る計画及び工事の状況等を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定めるその身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められた

ものと解してはならない。 

 （勧告）  

第５７条 市長は、開発事業者が正当な理由なく次の各号のいずれかに該

当するときは、開発事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよ

う勧告することができる。 

 (1) 開発構想届の提出をせず、又は虚偽の記載をしたとき。 

 (2) 第１２条第２項に規定する指導又は助言に従わないとき。 

(3) 事前協議書の提出をせず、又は虚偽の記載をしたとき。 

  (4)見解書の送付をしないとき。 
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 (5) 第２６条第１項の規定による届出をせず、又は届出に虚偽の記載を

したとき。 

 (6) 偽りその他不正な手段により、開発協定を締結したとき。 

 (7) 第２９条第２項又は第４項の規定に違反して申出又は届出をせず、

若しくは申出又は届出に虚偽の記載をしたとき。 

(8) 小規模開発事業届の提出をせず、又は虚偽の記載をしたとき。 

(9) 第３５条の規定に違反して、適正な開発事業を施行していないとき。 

 (10) 第３６条の規定に違反して、工事に着手したとき。 

 (11) 第３８条第４項の規定に違反して、是正しないとき。 

 (12) 第４４条第４項又は第４８条の規定による出席又は必要な説明若

しくは資料の提出の求めに応じないとき。 

 (13) 第１１条第１項、第３１条第３項及び第５４条に規定する指導又は

助言に従わないとき。 

 (14) 前条第１項の規定による報告若しくは資料の提出の求めに応じず、

若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出を行い、又は立入検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

 （公表） 

第５８条 市長は、第４６条第２項、第５１条第２項又は前条の規定によ

る勧告を受けた者が、当該勧告に正当な理由なく応じないときは、規則

の定めるところにより、その事実を公表することができる。 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当

該公表される者にその旨及び当該公表をする理由を通知し、その者が意

見を述べる機会を与えなければならない。 
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 （行政手続条例の適用除外）  

第５９条 この条例の規定による処分については、河内長野市行政手続条例

（平成１０年河内長野市条例第２６号）第２章及び第３章の規定は、適

用しない。 

 （委任） 

第６０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事 

項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の河内長野市開発事業の手続等に関する条例の

規定は、この条例の施行の日以後に開発事業の手続を開始した開発事業

者について適用し、同日前に開発事業の手続を開始した開発事業者につ

いては、なお従前の例による。 

 （河内長野市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正） 

３ 河内長野市市道の構造の技術的基準を定める条例（平成２５年河内長

野市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  第４３条中「河内長野市開発事業の手続等に関する条例（平成２２

年河内長野市条例第２１号）」を「河内長野市開発事業の手続等に関

する条例（令和５年河内長野市条例第  号）」に改める。 

 


